
令和８年４月１日ご利用分より、下記のとおり使用料に「冷暖房加算料」「時間

外割増」が新たに設定されますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

【冷暖房加算】

冷房期間： ６月１日から９月３０日まで

暖房期間：１１月１日から３月３１日まで

【時間外割増】午後１０時～午前９時

・特別な事情により開館時間外の使用をする場合は、１時間につき追加料金に

３５％を割り増しした額が加算されます。

〈使用料（改定後）〉

【備考】

１．夜間とは午後５時から午後１０時までをいう。

２．１時間に満たない時間は、１時間とする。

３．特別な事情により開館時間外の使用をする場合、１時間につき追加料金に

３５％を割り増しした額とする。

４．施設利用が次の期間に当たる場合は、表に定める冷暖房加算料を徴収する。

（１） 冷房期間 ６月１日から９月３０日まで

（２） 暖房期間 １１月１日から３月３１日まで

５．算出した使用料の総額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

※基本料金・追加料金・夜間割増の変更はありません。

区分 基本料金

（４時間以内）

追加料金

（１時間につき）

夜間割増

（1時間につき）

冷暖房加算料

（１時間につき）

会議室１ ８４０円 ２１０円 １００円 ４０円

会議室２ ８４０円 ２１０円 １００円 ４０円

和室 ８４０円 ２１０円 １００円 ４０円

調理実習室 １，２８０円 ３２０円 １００円 ５０円

多目的ホール１ １，０４０円 ２６０円 １００円 ４０円

多目的ホール２ ２，０８０円 ５２０円 ２００円 ８０円

令和８年４月１日から、南会津町中央公民館の使用料が改定されます。


